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 自治体情報システム標準化の状況について 

 

 

内容 

  自治体情報システムの標準化は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」

に基づき、国の定めた仕様に準拠した標準システムへ、原則、令和７年度内に移行する

ことが法律で定められており、本市としても令和８年３月末までの移行契約を締結し、

情報システムの標準化対応を進めてきました。 

本稼働日については、移行契約書に基づき作成している「標準システム移行計画書」の

中で令和８年１月１３日としていましたが、注釈として「本稼働日は現時点での想定で

あり、移行テストの結果、国の動向、パッケージリリース計画等の要因によって最終決定

する」と付記しています。 

この予定していた本稼働日について、現時点における諸状況等を勘案し、令和８年３

月２３日に変更することとします。 

 

 

理由 

  現在、現行システムと標準システムの２つのテスト環境を用意し、両環境での動作差

異、データの同一性などを確認するユーザテストを実施しています。 

このユーザテストでいくつかの課題が確認され、この相違をベンダーに照会している

状況ですが、回答や修正までに時間を要し、本市として段階的な検証作業を進めること

が難しい状況にあります。 

ベンダーとしては、システムエラーにかかるものは全て修正するとされているところ

ですが、検証期間を十分に確保できないことが課題となっています。 

 

 

対応 

本稼働日については、窓口等の繁忙期であることが懸念されるものの、十分な移行テ

スト期間を確保でき、また先行して稼働する他自治体の状況を参考にすることで、標準

システムの品質を担保し、安全性を最優先とした移行がより確実に実現できる見込みで

す。 

標準化への移行は、市民および市民サービスに影響がないことが第一であり、移行日

延伸による市民サービスの低下も想定できないことから、より安全性の高い本稼働日を

再設定することとします。 


